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猿払村地域防災計画 修正の概要（令和３年２月） 

 

１ 猿払村地域防災計画とは 

 

 猿払村地域防災計画は、災害対策基本法第42条に基づき、猿払村における震災・風水害等の災害

から、村民の生命・身体・財産を保護するため、村及び防災関係機関、村民、地域・事業者等それ

ぞれ相互に協力した災害予防、災害応急、災害復旧活動に当たるための対策を総合的かつ計画的に

実行することを目的に作成されたものです。 

 

（１）計画の位置づけ 

   猿払村地域防災計画は、法律上以下のような位置づけになっており、猿払村防災会議（会長

は猿払村長）が作成・修正を行います。 

 

 

 

（２）計画の構成 

   猿払村地域防災計画は、「一般災害対策編」、「地震・津波災害対策編」、「資料編」の３編で構

成し、村、村民、事業者及び防災関係機関等が行うべき各種対策を定めています。各章の内容

と主な修正事項については３ページ以降に示します。 

 

２ 猿払村地域防災計画の修正について 

 

 近年頻発している災害からの教訓を踏まえ、国では、災害対策基本法の一部改正、防災基本計画

の見直し、北海道においてもこれらに基づく北海道地域防災計画の修正が行われました。このこと

から、国や北海道の計画と整合を図り、防災対策の強化・推進を目的に猿払村地域防災計画の修正

を令和２年度に行いました。 

  

防災基本計画 
（法34条・35条） 

防災業務計画 
（法36条・37条） 

防災業務計画 
（法36条） 

北海道地域防災計画 
（法40条） 

猿払村地域防災計画 
（法42条） 

内閣総理大臣 

中央防災会議 
（閣僚等） 

指定行政機関 
（中央省庁） 

指定公共機関 
（独法・日銀・日赤・NHK・NTT等）  

北海道知事 

猿払村防災会議 北海道防災会議 

猿払村長 

災害対策基本法 
～地域の実情に則した計画～ 

国 北海道 猿払村 
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（１）法・上位計画の改訂への対応 

   猿払村地域防災計画に関連する主要な法、上位計画は以下のとおり改訂されており、これら

の改訂に対応すべく、修正を行いました。 

 

災害対策基本法 防災基本計画 北海道地域防災計画 

平成27年（５月、７月） 平成27年（３月、７月） 平成27年（６月） 

平成28年（５月） 平成28年（２月、５月） 平成28年（５月） 

平成30年（６月） 平成29年（４月） 平成29年（５月） 

 平成30年（６月） 平成30年（５月） 

 令和元年（５月） 令和元年（５月） 

 令和２年（５月） 令和２年（12月） 

 

（２）法・上位計画の改訂への対応 

 

   ○ 災害対策本部の設置基準を見直しました。 

   ○ 災害対策本部の所掌業務を全面的に見直しました。 

   ○ これまでは、主に「応急対策」としての業務が記載されていましたが、今回の見直しで

は、所掌業務を「予防」と「応急」、そして「復旧」の３段階に再分類し、より実効性の高

い内容に修正しました。 

 

（３）避難行動に関わる内容の更新等 

 

   ○ 近年、避難行動に関わる情報の変更や追加が多く見られます。これを受け、猿払村地域

防災計画でも全体を通して情報を更新する必要があったため、今回の見直しを機に避難行

動に関わる内容を全面的に更新しました。 

    （例：避難準備情報 → 避難準備・高齢者等避難開始 といった名称変更など） 

   ○ また、平成30年７月豪雨をきっかけに導入された「警戒レベル」といった新しい情報に

ついても追加しています。 

 

（４）数値等の更新 

 

   ○ 経年変化に伴う数値、機関名等について更新しています。 

   ○ 今後の修正を見据え、数値等の更新頻度が高い情報については、資料編へ移行していま

す。 
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３ 主な修正事項 

 

一般災害対策編 

 

 第１章 総則 

   ○ 「持続可能な開発目標（SDGs）」に関わる記述を新設 

   ○ 新型コロナウィルス等への感染症対策に関わる記述を新設 

 

 第３章 防災組織 

   ○ 災害対策本部の設置基準を更新 

   ○ 気象等に関する特別警報・警報・注意報及び火災気象通報に関わる内容を更新 

   ○ 警戒レベルに関わる内容を新設 

   ○ 特別警報・警報・注意報の情報伝達系統、水防活動用気象等警報・気象注意報伝達系統、

土砂災害警戒情報の伝達系統等を更新 

 

 第４章 災害予防計画 

   ○ 災害時におけるボランティア活動の環境整備に関わる内容を新設 

   ○ 消防体制の整備、消防職員及び消防団員の教育訓練に関わる内容を新設 

   ○ 決壊通報系統図を更新 

   ○ 積雪・寒冷期における避難救出措置等に関わる内容を新設 

   ○ 業務継続計画の策定に関わる内容を新設 

 

 第５章 災害応急対策計画 

   ○ 安否情報の提供に関わる内容を新設 

   ○ 警戒レベルの設定に関わる内容を新設 

   ○ 指定緊急避難場所、指定避難所の開設に関わる内容を更新、新設 

   ○ 指定避難所の運営管理等に関わる内容を全面的に更新 

   ○ 避難場所の感染症対策に関わる内容を新設 

   ○ 警戒区域の設定に関わる内容を拡充 

   ○ 規制除外車両に関わる内容を更新 

   ○ 障害物除去に関し、会場で障害を及ぼしているものの除去に関わる内容を新設 

 

 第７章 事故災害対策計画 

   ○ 大規模停電災害への対策を新設 

 

 第８章 災害復旧・被災者援護計画 

   ○ 罹災証明書の交付等の被災者援護に関わる内容を新設 
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地震・津波災害対策編 

 

 第１章 総則 

   ○ 猿払村において想定される地震に関わる内容を更新 

 

 第２章 災害予防計画 

   ○ 道内における液状化災害の現況に関わる内容を更新 

 

 第３章 災害応急対策計画 

   ○ 津波警報等の種類及び内容に関わる内容を更新 

   ○ 津波警報等の伝達系統を更新 

   ○ 地震・津波災害時に住民の生命及び身体の安全、保護を図るために実施する避難措置に

関わる内容を更新、拡充 

   ○ 下水道及び集落排水、ガスの応急復旧及び工法に関わる内容を新設 

   ○ 被災建築物の応急危険度判定の体制図を更新 

   ○ 石綿飛散防災対策に関わる内容を新設 

 

資料編 

 

   ○ 全面的に更新 

 

 

 


